
「環境を守り　自然と調和した　活気あふれる　持続可能な市民都市　かわさき」
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川崎市の環境施策

　本市においては、環境基本条例に基づき市の環境行政
を総合的かつ計画的に推進するため、全国に先駆けて平
成６年に川崎市環境基本計画を策定し、平成１４年の部
分改訂を経て平成２３年に全面改訂しました。
　計画では 、 計画全体の目標となる 「めざすべき環境
像」や計画がめざす「６つのまちの姿」を明らかにする
とともに、これらの実現に向け、今後１０年間に取り組
む重点分野や基本的施策の内容、目標を定めています。
　また、市における地球温暖化対策の推進のため、地球
温暖化対策の推進に関する条例に基づき、平成２２年１
０月に、川崎市地球温暖化対策推進基本計画を策定し、

「２０２０年度までに１９９０年度における市域の温室
効果ガス排出量の２５％以上に相当する量の削減を目指
す」ことを目標に掲げました。
　本市は、かつて深刻な公害を経験し、公害克服の過程
において集積した高度な環境技術、エネルギー有効活用
などのノウハウを活かし、今後も「低炭素・資源エネル
ギーモデル産業都市」として、持続可能な社会の構築を
目指し、よりよい環境を将来の世代に引き継ぐため、全
市をあげてこれらの環境施策を推進していきます。
　上下水道局では、これらの環境施策との連携・整合を
図りながら、環境に配慮した事業運営を行っています。
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上下水道局環境計画の基本的事項

　地球温暖化をはじめとする環境問題については、国全
体で対応が求められていますが、水道事業、工業用水道
事業及び下水道事業（以下「上下水道事業」という。）
を所管する上下水道局では、事業活動に伴い電力など多
くの資源・エネルギーを消費するとともに、汚泥や建設
副産物など多くの廃棄物を排出しており、地球環境に与
える影響は少なくありません。
　上下水道事業は、これまでもそれぞれの事業計画にお
いて施策体系の柱の一つとして環境対策に取組んできま
したが、地球温暖化対策に係る市内外の動向や上下水道
の統合を踏まえて、局における環境施策を総合的かつ計
画的に推進するため平成２３年９月に「上下水道局環境
計画」を策定しました。

　本計画は、「川崎市水道事業の中長期展望」、「川崎
市工業用水道事業の中長期展望」及び「川崎市下水道基
本構想」の下位計画と位置付けられ、川崎市の環境関連
計画との整合を図りながら、上下水道局におけるすべて
の環境施策を推進するためのものです。
　なお、本計画は上位計画及び「川崎再生フロンティア
プラン・第３期実行計画」との期間的な整合性を考慮
し、平成２３年度から平成２５年度までの３か年を計画
期間としています。
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